
生駒市条例第４号 

 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法

の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的

な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行に伴

う関係条例の整備に関する条例をここに公布する。 

  令和元年６月２０日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費

税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税

制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正す

る法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

（生駒市介護老人保健施設条例の一部改正） 

第１条 生駒市介護老人保健施設条例（平成１３年６月生駒市条例第１６号）の

一部を次のように改正する。 

第５条の２第２項第１号中「３，２４０円」を「３，３００円」に改め、同

項第２号中「１，０８０円」を「１，１００円」に改める。 

（生駒市自動車駐車場条例の一部改正） 

第２条 生駒市自動車駐車場条例（平成１９年３月生駒市条例第１３号）の一部

を次のように改正する。 

別表中「３００円」を「３１０円」に改める。 

（生駒市テレワーク＆インキュベーションセンター条例の一部改正） 

第３条 生駒市テレワーク＆インキュベーションセンター条例（平成２８年１０

月生駒市条例第４３号）の一部を次のように改正する。 

別表の１の表中「６００円」を「６１０円」に、「３，６００円」を「３，



６７０円」に、「５４，０００円」を「５５，０００円」に、「７００円」を

「７１０円」に、「４，２００円」を「４，２８０円」に、「６３，０００円

」を「６４，１７０円」に、「２，５００円」を「２，５５０円」に、「１５

，０００円」を「１５，２８０円」に、「２，０００円」を「２，０４０円」

に、「１２，０００円」を「１２，２２０円」に、「１８０，０００円」を「

１８３，３３０円」に、「１，５００円」を「１，５３０円」に、「９，００

０円」を「９，１７０円」に、「１３５，０００円」を「１３７，５００円」

に、「１，０００円」を「１，０２０円」に、「６，０００円」を「６，１１

０円」に、「９０，０００円」を「９１，６７０円」に改める。 

（生駒市立病院の利用料金及び手数料に関する条例の一部改正） 

第４条 生駒市立病院の利用料金及び手数料に関する条例（平成２７年３月生駒

市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中「１２,９６０円」を「１３,２００円」に、「６,４８０円」を

「６,６００円」に、「１,６２０円」を「１,６５０円」に、「３００円」を

「３１０円」に改める。 

別表第２中「３,７８０円」を「３,８５０円」に、「５,４００円」を「５,

５００円」に、「６,４８０円」を「６,６００円」に、「２,１６０円」を「

２,２００円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第２条の規定による改正後の生駒市自動車駐車場条例別表の規定は、令和元

年１０月１日（以下「施行日」という｡)以後に徴収する駐車料金について適用

し、施行日前に徴収する駐車料金については、なお従前の例による。 



３ 第３条の規定による改正後の生駒市テレワーク＆インキュベーションセンタ

ー条例別表の１の表の規定は、施行日以後の使用に係る利用料金（生駒市テレ

ワーク＆インキュベーションセンター条例第１１条第１項に規定する利用料金

をいう｡)について適用し、施行日前の使用に係る利用料金については、なお従

前の例による。 

４ 第４条の規定による改正後の生駒市立病院の利用料金及び手数料に関する条

例別表第１の規定は、施行日以後の利用に係る利用料金（生駒市立病院の利用

料金及び手数料に関する条例第１条に規定する利用料金をいう｡)について適用

し、施行日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。 


